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五
十
嵐
英
弘
師
が
優
勝
（
A
ク
ラ
ス
）
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聯
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盤
面
に
意
を
凝
ら
す
対
局
者
た
ち
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本
会
主
催
に
よ
る
第
六
回
囲
碁
大
会
（
仏
教

タ
イ
ム
ス
社
後
援
）
が
、
去
る
三
月
八
日
、
東

京
市
ケ
谷
の
日
本
棋
院
で
開
催
さ
れ
た
。

　
当
日
は
、
朝
か
ら
あ
い
に
く
の
雪
も
よ
う
で

あ
っ
た
が
、
各
地
か
ら
三
十
名
の
僧
侶
棋
士
が

参
加
し
た
。

　
午
前
十
時
か
ら
開
会
式
が
あ
り
、
白
川
事
務

総
長
が
挨
拶
、
来
馬
規
雄
実
行
委
員
長
の
ル
ー

ル
説
明
を
受
け
た
後
、
参
加
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の

段
級
に
応
じ
て
四
ク
ラ
ス
に
分
か
れ
、
熱
戦
が

繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、
手
空
き
の
人
の
た

め
に
、
石
田
章
九
段
、
郷
海
石
五
段
が
指
導
碁

を
行
い
、
大
変
好
評
だ
っ
た
。

　
競
技
は
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
方
式
で
行
わ
れ
た
が
、

優勝カップを受ける五十回忌

特
に
A
ク
ラ
ス
（
五
段
以
上
）
は
十
二
名
の
強

豪
が
激
戦
を
繰
り
広
げ
、
埼
玉
県
か
ら
参
加
の

五
十
嵐
英
弘
師
（
真
言
宗
智
山
派
）
が
優
勝
し
た
。

　
競
技
の
結
果
は
次
の
通
り
。
（
敬
称
略
）

A
ク
ラ
ス
（
五
段
以
上
）

優
勝
五
十
嵐
英
弘
（
真
言
宗
智
山
派
）

準
優
勝
　
辻
本
　
真
　
　
（
真
宗
大
谷
派
）

B
ク
ラ
ス
（
三
・
四
段
）

優
　
勝
　
阿
部
　
正
倫
（
真
言
宗
豊
山
派
）

準
優
勝
　
津
田
　
俊
良
（
浄
土
宗
）

C
ク
ラ
ス
（
初
・
二
段
）

優
　
勝
　
武
田
　
芳
俊
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

D
ク
ラ
ス
（
一
級
以
下
）

優
　
勝
　
小
平
　
懸
隔
（
真
言
宗
豊
山
派
）

準
優
勝
　
平
塚
　
隆
光
（
曹
洞
宗
）

　
午
後
五
時
か
ら
表
彰
式
が
行
わ
れ
、
来
馬
実

行
委
員
長
か
ら
成
績
の
発
表
が
あ
り
、
各
ク
ラ

ス
の
優
勝
、
準
優
勝
者
に
は
、
白
川
事
務
総
長

か
ら
純
銀
製
の
全
仏
カ
ッ
プ
並
び
に
記
念
品
が

授
与
さ
れ
た
。

　
そ
の
後
、
懇
親
会
が
杜
多
国
際
文
化
部
長
の

司
会
で
行
わ
れ
、
参
加
者
は
囲
碁
を
通
じ
て
、

宗
派
を
越
え
た
親
睦
を
は
か
っ
て
い
た
。

　
　
　
1
東
京
一

原
　
文
兵
衛
　
7
5
歳
　
自
民
・
現

①
真
言
宗
豊
山
派
　
②
東
大
法
卒
　
参
議
院
予

算
委
貝
長
　
環
境
庁
長
官

　
　
1
◇
1

　
本
年
七
月
に
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
第
十
五

回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
、
本
会
は
加
盟
団

体
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
立
候
補
予
定
者
に
対
し
、

推
薦
状
を
交
付
し
て
支
援
い
た
し
ま
す
。

　
今
後
、
各
団
体
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
順
に
、

本
誌
に
掲
載
し
、
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

①
推
薦
団
体
②
略
歴
③
現
職

第
2
0
回
日
本
仏
教
文
化
会
議

　
第
二
十
回
日
本
仏
教
文
化
会
議
は
、
「
ル
ン
ビ

ニ
ー
園
の
復
興
問
題
」
を
テ
ー
マ
に
、
来
た
る

六
月
中
に
も
開
催
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
た
。

　
去
る
一
九
七
八
年
に
実
施
さ
れ
た
、
第
十
二

回
世
界
仏
教
徒
会
議
日
本
大
会
の
宣
言
に
基
づ

い
て
計
画
が
決
ま
っ
た
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
の
復
興

事
業
も
、
委
員
会
設
置
期
間
が
余
す
と
こ
ろ
あ

と
一
年
と
な
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
関
し
、
専
門
家
の
徹

底
し
た
討
議
を
通
し
て
、
広
く
一
般
の
人
た
ち

に
も
、
復
興
事
業
へ
の
理
解
を
深
め
て
も
ら
い

た
い
と
、
特
に
企
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
運
営
委

員
会
で
協
議
さ
れ
る
。

日本の心を伝える
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松原泰道師が受賞

文
化
賞
選
定
委
貝
長
が
、

化
に
対
し
て
追
悼
の
言
葉
を
述
べ

審
査
報
告
を
行
っ
た
。

　
今
回
の
受
賞
者
は
次
の
通
り
。

　
文
化
賞
　
B
項
　
前
田
　
常
作
氏

　
　
　
　
　
C
項
　
松
原
泰
道
師

　
功
労
賞
　
　
　
　
誉
田
　
玄
昭
師

　
　
　
　
　
　
　
　
小
林
與
三
次
氏

　
文
化
賞
を
受
賞
し
た
前
田
常
作
氏
（
六
十
二

歳
）
は
、
三
十
年
に
わ
た
り
「
民
青
羅
」
の
研

究
に
努
め
、
独
特
の
曼
茶
羅
の
世
界
を
描
き
つ

づ
け
て
い
る
。
作
品
に
は
一
連
の
「
マ
ン
ダ
ラ

図
シ
リ
ー
ズ
」
が
あ
り
、
諸
外
国
で
も
高
い
評

価
を
受
け
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
現
在
は
武
蔵

野
美
術
大
学
西
洋
画
科
教
授
と
し
て
、
学
生
の

指
導
に
当
た
っ
て
い
る
。

　
南
無
の
会
会
長
の
松
原
泰
道
師
（
八
十
一
歳
）

は
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
『
般
若
心
経
入

　
第
二
十
三
回
仏
教
伝

道
文
化
賞
（
仏
教
伝
道

協
会
主
催
・
沼
田
智
秀

会
長
）
の
贈
呈
式
が
、

去
る
三
月
十
六
日
午
前

十
一
時
か
ら
、
東
京
・

芝
の
仏
教
伝
道
セ
ン
タ

ー
ビ
ル
で
行
わ
れ
た
。

　
贈
呈
式
は
、
多
数
の

来
賓
者
が
参
列
す
る
中
、

沼
田
会
長
に
よ
る
荘
厳

（
繁
華
・
献
燈
・
藤
香
）

で
始
ま
り
、
林
洋
子
氏

の
『
仏
教
聖
典
』
朗
読

が
行
わ
れ
た
。
つ
づ
い

て
佐
藤
密
雄
仏
教
伝
道

　
葉
上
照
澄
顧
問
の
遷

　
　
　
　
、
そ
の
後
、

門
』
を
は
じ
め
と
す
る
数
多
く
の
著
作
で
有
名
。

接
す
る
聾
す
べ
て
を
暖
か
い
宗
教
的
雰
囲
気
に

包
み
こ
む
伝
道
者
と
し
て
、
宗
派
を
越
え
た
大

衆
伝
道
の
第
一
人
者
と
し
て
、
幅
広
く
活
躍
し

て
い
る
。

　
功
労
賞
を
受
賞
し
た
誉
田
玄
昭
師
（
七
十
三

歳
）
は
、
無
形
文
化
財
「
天
台
声
明
」
の
第
一

人
者
で
あ
る
。
国
内
は
も
と
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
、

西
ド
イ
ツ
、
ベ
ル
ギ
ー
等
の
海
外
で
の
公
演
な

ど
に
尽
力
さ
れ
、
現
在
は
「
天
台
声
明
」
の
伝

承
と
後
継
者
の
育
成
、
唱
法
の
比
較
研
究
、
秘

曲
の
発
掘
に
努
め
て
い
る
。

賞状を受ける松原師

　
日
本
テ
レ
ビ
放
送
網
会
長
の
小
林
與
三
次
氏

（
七
十
五
歳
）
は
、
創
立
者
の
正
力
松
太
郎
氏

の
遺
志
を
継
ぎ
、
自
主
番
組
に
よ
る
「
宗
教
の

時
間
」
を
放
映
し
て
、
仏
教
界
に
貢
献
し
て
き

た
。
ま
た
、
全
国
青
少
年
教
化
協
議
会
の
事
業

を
後
援
す
る
な
ど
、
仏
教
の
外
護
者
と
し
て
も

活
躍
し
て
い
る
。

　
各
受
賞
者
は
、
佐
藤
委
員
長
か
ら
賞
状
・
賞

品
を
贈
呈
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
入
賞
の
喜
び
を

語
っ
た
。

　
そ
の
後
、
祝
宴
が
な
ご
や
か
な
う
ち
に
と
り

行
わ
れ
、
来
賓
者
か
ら
受
賞
者
に
対
し
て
、
賛

辞
が
述
べ
ら
れ
た
。

0
　
。

　
　
騒
翻

鐸
騒
．
麟

　
　
　
騒
竸

　
　
綴

　
　
　
　
　
　
1
1
広
く

・
花
ま
つ
り
の
行
事
は
年
々
盛
大
に
行
な
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
さ
ら
に
全
国
的
に
浸
透
せ

し
め
る
た
め
、
全
日
本
仏
教
会
で
は
写
真
の

よ
う
な
統
一
し
た
ポ
ス
タ
ー
を
作
成
、
広
く

ご
利
用
頂
け
る
よ
う
頒
布
し
て
お
り
ま
す
。

　
明
る
い
春
の
野
に
静
か
に
立
っ
て
、
天
と

地
を
さ
す
お
釈
迦
さ
ま
の
姿
は
、
見
る
人
の

心
に
安
ら
ぎ
を
与
え
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
下
記
の
要
領
に
て
頒
布
い
た
し
ま
す
の
で

各
県
仏
、
郡
市
仏
、
各
寺
院
、
幼
稚
園
、
保

育
園
な
ど
広
く
ご
利
用
下
さ
い
。

統
一
し
て
ご
利
用
下
さ
い
一

　
◎
サ
イ
ズ
　
七
五
弛
・
×
五
二
穂
・

　
◎
定
価
一
枚
百
円

　
　
　
送
料
実
費

　
◎
申
込
先
　
東
京
都
港
区
芝
公
園
四
－
七

　
　
　
　
　
　
一
四
　
全
日
本
仏
教
会
国
際

　
　
　
　
　
　
文
化
部
花
ま
つ
り
係

　
※
送
付
に
時
間
の
か
か
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
の
で
、
お
早
め
に
お
申
込
み
下
さ
い
。
毎

年
ギ
リ
ギ
リ
の
申
込
み
で
四
月
八
日
に
間
に

合
わ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
…
…
。
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平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
、
消
費
税
が
実
施

さ
れ
ま
す
。

　
消
費
税
は
、
①
国
内
に
お
い
て
②
事
業
者
が

事
業
と
し
て
③
対
価
を
得
て
行
わ
れ
る
④
資
産

の
譲
渡
、
資
産
の
貸
付
け
及
び
役
務
の
提
供
、

が
あ
っ
た
場
合
に
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、
ほ
と

ん
ど
総
て
の
取
引
が
そ
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
従
っ
て
、
消
費
税
の
対
象
と
な
る
か
否
か
の

判
断
は
、
①
か
ら
④
の
要
件
を
す
べ
て
具
備
し

て
い
る
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
う
ち
、
宗
教
法
人
に
と
っ
て
最
も
重
要

な
も
の
は
、
③
の
要
件
で
す
。
宗
教
活
動
に
伴

う
収
入
で
あ
る
お
布
施
は
、
④
の
資
産
の
譲
渡

に
は
相
当
す
る
も
の
の
、
読
経
の
対
価
で
は
な

く
、
喜
捨
金
で
あ
る
た
め
③
の
要
件
を
満
た
し

ま
せ
ん
の
で
、
課
税
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

寄
付
金
、
戒
名
料
等
も
同
様
の
考
え
方
に
よ
り

不
課
税
と
な
り
ま
す
。

　
一
方
、
宝
物
館
、
資
料
館
等
に
お
け
る
入
場

料
は
、
法
人
税
法
上
、
非
課
税
と
な
っ
て
お
り

ま
す
が
、
③
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
か
ら
、
消

費
税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

下
さ
い
。

　
消
費
税
の
基
本
的
仕
組
み
は
、
取
引
の
各
段

階
ご
と
に
三
％
の
税
を
課
し
、
し
か
も
税
金
分

と

剛
　
山
　
浩

は
累
積
さ
せ
ず
に
取
引
価
格
に
上
乗
せ
さ
れ
て

次
々
と
転
嫁
し
、
最
終
的
に
消
費
者
が
負
担
す

る
と
い
う
間
接
税
で
す
。
で
す
か
ら
、
事
業
者

に
は
税
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
納
税
義
務
者

と
し
て
、
徴
収
し
た
消
費
税
額
を
国
家
へ
納
付

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
例
え
ば
、
今
ま
で
八
○
○
円
で
仕
入
れ
、
一

〇
〇
〇
円
で
販
売
し
て
い
た
商
品
は
、
仕
入
れ
、

販
売
の
各
段
階
で
三
％
の
消
費
税
が
上
乗
せ
さ

れ
ま
す
の
で
、
今
度
は
仕
入
れ
に
八
二
四
円
か

か
り
、
一
〇
三
〇
円
で
販
売
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
事
業
者
は
売
上
げ
に
対
す
る
消
費
税
三

〇
円
か
ら
、
仕
入
れ
に
が
か
っ
た
消
費
税
二
四

円
を
控
除
し
た
六
円
を
、
消
費
税
額
と
し
て
納

付
し
ま
す
。

　
こ
れ
を
計
算
式
で
示
せ
ば
、
納
付
税
額
一
年

間
課
税
上
高
×
三
％
一
年
間
課
税
仕
入
高
×
三

％
、
と
な
り
ま
す
。
但
し
、
年
間
の
課
税
売
上

高
が
三
千
万
円
以
下
の
事
業
者
は
、
納
税
免
除

と
な
り
ま
す
。
課
税
売
上
高
と
は
、
消
費
税
の

対
象
と
な
る
売
上
高
だ
け
で
あ
っ
て
、
不
課
税

で
あ
る
布
施
収
入
や
、
後
述
す
る
非
課
税
収
入

は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
三
千
万
円
以
下
で

あ
る
か
ど
う
か
は
、
前
々
事
業
年
度
の
売
上
げ

で
判
断
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
消
費
税
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
消
費
に
広
く
薄
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
負
担
を
求
め
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
う
観
点
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
課
税
を
原
則
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
ま
す
が
、
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
政
策
的
配
慮
に

義
（
全
品
財
務
部
長
）
基
づ
く
も
の
や
消

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
費
と
い
う
概
念
に

　
な
じ
ま
な
い
取
引
は
、
非
課
税
と
し
て
い
ま
す
。

　
　
宗
教
法
人
が
亘
る
主
な
取
引
と
、
消
費
税
と

　
の
関
係
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
　
不
課
税
取
引
…
①
お
布
施
、
戒
名
料
等

　
の
収
入
　
②
お
守
り
、
お
札
h
お
み
く
じ
の
販

　
売
　
③
線
香
、
ろ
う
そ
く
、
生
花
（
寺
院
で
販

　
売
す
る
場
合
）
　
④
宿
泊
施
設
の
提
供
（
一
泊

　
二
食
、
千
五
百
円
以
下
）
　
⑤
結
婚
式
の
挙
式

　
部
分
　
⑥
拝
観
料
⑦
護
持
会
費

　
　
非
課
税
取
引
…
①
寺
院
墓
地
、
霊
園
の

　
永
代
使
用
料
②
土
地
の
貸
付
け
③
幼
稚
園

　
等
の
保
育
料
及
び
検
定
料
　
④
包
括
宗
教
法
人

　
が
法
令
に
基
づ
き
徴
収
す
る
事
務
手
数
料

　
　
課
税
取
引
…
①
建
物
の
貸
付
け
　
②
駐

　
車
場
の
経
営
③
宝
物
館
等
の
入
場
料
④
新

　
聞
、
書
籍
、
教
典
の
出
版
、
販
売
⑤
茶
道
、

　
生
花
、
書
道
等
の
教
授
業

　
　
法
人
税
法
で
は
、
家
賃
収
入
も
地
代
収
入
も
、

　
収
益
事
業
と
見
な
さ
れ
て
課
税
さ
れ
ま
す
が
、

　
消
費
税
法
で
は
、
地
代
収
入
は
非
課
税
と
さ
れ

　
　
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
土
地
の
貸
付
け
で
あ

　
　
っ
て
も
、
貸
付
け
期
間
が
一
ヶ
月
に
満
た
な
い

　
場
合
や
、
建
物
、
駐
車
場
そ
の
他
の
施
設
の
利

　
　
用
に
伴
っ
て
土
地
が
使
用
さ
れ
る
場
合
は
課
税

　
　
に
な
り
ま
す
。

　
地
代
収
入
が
非
課
税
と
さ
れ
て
い
る
消
費
税

法
で
は
、
大
部
分
の
宗
教
法
人
が
、
課
税
売
上

高
三
千
万
円
以
下
の
免
税
事
業
者
に
な
る
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。
従
っ
て
、
課
税
対
象
に
な
る

取
引
を
行
っ
て
も
、
そ
の
期
間
は
消
費
税
が
課

せ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
課
税
仕
入
れ
に
係
る
消
費

税
額
の
控
除
も
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
宗
教
法
人
は
、
不
課
税
取
引
が
中
心
と

な
る
た
め
、
税
転
嫁
が
む
つ
か
し
く
、
そ
の
分
、

自
己
で
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
宗
教
法
人
は
事
業
者
と
消
費

者
的
要
素
の
強
い
立
場
と
を
有
す
る
こ
と
や
、

法
の
運
用
、
解
釈
の
面
か
ら
も
、
そ
の
実
施
に

お
い
て
、
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
受
け
る
も
の
と

予
想
さ
れ
ま
す
。
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ゴ
、
「
　
“
　
亀

杜多　徳雄
（受配国際文化部長）

　
釈
尊
ご
誕

生
の
地
で
あ

る
ル
ン
ビ
ニ

ー
園
は
、
ネ

パ
ー
ル
王
国

の
ほ
ぼ
中
央

の
平
野
部
、

イ
ン
ド
と
の

国
境
近
く
に

位
置
す
る
。

こ
の
地
は
、

釈
尊
成
道
の

地
・
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
、
初
転
法
輪
の
地
・
サ
ル
ナ

ー
ト
、
浬
繋
の
地
・
ク
シ
ナ
ガ
ラ
と
共
に
四
大

仏
跡
と
よ
ば
れ
、
仏
教
徒
に
と
っ
て
重
要
な
る

聖
地
で
あ
る
。

　
仏
典
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
が
お
生
ま
れ
に
な
っ

た
当
時
、
こ
の
地
は
無
憂
華
が
咲
き
み
だ
れ
、

緑
あ
ふ
れ
る
美
し
い
園
で
あ
っ
た
と
い
う
。
紀

元
前
二
四
九
年
に
は
、
仏
教
に
深
く
帰
依
し
た

ア
シ
ョ
カ
王
が
こ
の
地
を
参
拝
の
た
め
訪
れ
、

こ
れ
を
記
念
し
て
石
柱
を
建
立
し
て
い
る
。
こ

の
石
柱
に
は
、
こ
の
地
が
釈
尊
の
お
生
ま
れ
に

な
ら
れ
た
地
で
あ
り
、
ル
ン
ビ
ニ
ー
村
は
租
税

を
免
ず
る
、
と
い
う
意
味
の
碑
文
が
刻
ま
れ
て

い
る
。

　
ま
た
、
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
に
は
、
僧
院
や
仏
塔

な
ど
も
造
立
さ
れ
た
と
み
ら
れ
、
マ
ヤ
堂
の
ま

わ
り
か
ら
、
そ
の
遺
跡
の
一
部
が
発
掘
さ
れ
て

い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
緑
あ
ふ
れ
、
数
多
く
の
仏
教

施
設
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
釈
尊
ご
誕
生
の
聖

地
も
、
時
を
経
る
に
し
た
が
い
す
っ
か
り
荒
廃

　
　
　
よ
う
や
く
工
事
に
着
手
し
た
中
央
友
情
橋

　
・
　
　
O
　
●
　
●
　
O
　
　
●
　
●
　
●
　
　
O
　
●
　
　
●
　
　
●
　
■
　
　
●
　
●
　
●
　
●
　
　
●
　
●
　
　
●
　
●
　
●
　
●
　
　
●
　
■
　
　
●
　
●
　
■

し
、
現
在
は
、
マ
ヤ
堂
、
ア
シ
ョ
カ
王
柱
、
そ

し
て
マ
ヤ
夫
人
が
沐
浴
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
池

を
残
す
の
み
で
あ
る
。

　
一
九
六
七
年
（
昭
和
四
十
二
年
）
，
当
時
の

国
連
事
務
総
長
で
あ
っ
た
ウ
・
タ
ン
ト
氏
は
、

①

ネ
パ
ー
ル
を
訪
問
し
た
折
、
ル
ン
ビ
ニ
i
園
を

参
拝
し
、
世
界
の
仏
教
徒
に
と
っ
て
聖
地
で
あ

る
こ
の
地
を
復
興
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
こ

れ
を
う
け
、
一
九
七
〇
年
（
昭
和
四
十
五
年
）

　
　
　
こ
ま
、
ー
ー
　
ネ
パ
ー
ル
国
連
常
任
大
使
を
議

長
と
し
て
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ビ
ル

マ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
、
ラ
オ
ス
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
ネ

パ
ー
ル
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
タ
イ
、
日
本
の
十

三
ケ
国
に
よ
り
、
ル
ン
ビ
ニ
i
開
発
国

際
委
員
会
が
組
織
さ
れ
た
。

　
国
連
で
は
、
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
復
興
の

た
め
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（
基
本
設
計
）

の
作
成
を
丹
下
健
三
氏
に
依
頼
、
一
九

七
八
年
置
昭
和
五
十
三
年
）
に
は
マ
ス

タ
：
プ
ラ
ン
が
完
成
し
た
。

　
こ
の
計
画
は
、
当
初
遺
跡
の
修
復
、

保
存
と
い
う
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
後
、
ネ
パ
ー
ル
の
経
済
、
文

化
、
観
光
面
の
発
展
計
画
の
一
環
と
し

て
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

計
画
の
完
成
に
要
す
る
費
用
は
約
六
千
万
ド
ル

と
見
積
も
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
国

際
的
寄
付
に
よ
り
ま
か
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。　
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
ル
ン
ビ
ニ
ー

園
は
一
マ
イ
ル
（
約
一
六
〇
九
m
）
×
三
マ
イ

ル
の
広
さ
で
、
聖
な
る
園
、
ル
ン
ビ
ニ
ー
セ
ン

タ
：
、
文
化
セ
ン
タ
ー
、
僧
院
地
区
の
四
つ
の

主
要
な
る
部
分
よ
り
な
る
。

O
聖
な
る
園

　
マ
ヤ
堂
、
ア
シ
ョ
カ
王
柱
が
あ
る
地
域
で
、

　
ル
ン
ビ
ニ
i
園
の
最
南
端
部
に
位
置
す
る
。

　
こ
の
地
域
は
、
雨
期
に
は
よ
く
冠
水
す
る
た

　
め
周
囲
に
円
形
の
提
防
が
設
け
ら
れ
る
。

　
ア
シ
ョ
カ
砂
柱
、
マ
ヤ
堂
の
周
辺
に
は
、
古

　
代
の
僧
院
、
仏
塔
な
ど
の
遺
跡
が
う
ま
っ
て

　
お
り
、
こ
の
地
域
を
改
修
造
園
す
る
た
め
に

　
は
、
ま
ず
十
分
な
る
考
古
学
調
査
を
行
う
こ

　
と
が
必
要
で
あ
る
。

O
ル
ン
ビ
ニ
ー
セ
ン
タ
ー

　
こ
の
セ
ン
タ
ー
は
、
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
の
管
理

　
施
設
の
中
心
で
あ
り
、
同
時
に
聖
な
る
園
参

　
拝
へ
の
出
発
点
と
な
る
。
管
理
セ
ン
タ
ー
、

　
医
療
セ
ン
タ
：
、
情
報
セ
ン
タ
ー
、
巡
拝
者

　
の
宿
泊
施
設
等
が
つ
く
ら
れ
る
。

○
文
化
セ
ン
タ
ー

　
ル
ン
ビ
ニ
二
心
ン
タ
！
に
隣
接
し
、
博
物
館

　
図
書
館
、
公
会
堂
等
の
設
備
が
あ
る
。

○
僧
院
地
区

　
中
央
運
河
の
両
側
に
位
置
す
る
。
西
側
は
大

　
乗
仏
教
地
区
、
東
側
は
上
座
仏
教
地
区
に
な

　
り
、
各
国
に
よ
り
僧
院
が
建
立
さ
れ
る
予
定

　
に
な
っ
て
い
る
。

○
中
央
運
河

　
聖
な
る
園
と
ル
ン
ビ
ニ
ー
セ
ン
タ
ー
を
結
び
、

　
全
長
は
約
一
・
四
㎞
。
運
河
の
両
側
に
歩
道

　
が
っ
く
ら
れ
、
こ
こ
を
通
っ
て
聖
な
る
園
に

　
む
か
う
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
体
の
不
自
由
な
人
や
お
年
寄
り
の
た

　
め
、
船
で
運
河
を
往
復
で
き
る
よ
う
に
も
な

　
っ
て
い
る
。
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本
年
は
、
第
三
回
世
界
宗
教
者
平
和
会
議

に
お
け
る
「
町
田
差
別
発
言
事
件
」
か
ら

十
年
目
の
年
に
あ
た
る
。
こ
の
間
、
我
が
国

の
宗
教
界
で
は
、
「
『
同
和
問
題
』
に
と
り
く

む
宗
教
教
団
連
帯
会
議
」
の
結
成
を
は
じ
め

と
し
て
、
各
教
団
に
お
い
て
も
差
別
問
題
へ

の
と
り
く
み
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

　
曹
洞
宗
で
は
、
「
差
別
発
言
」
に
対
す
る
部

落
解
放
同
盟
の
「
確
認
糾
弾
会
」
に
お
い
て

指
摘
を
受
け
た
諸
差
別
事
象
、
お
よ
び
教
団

の
点
検
に
よ
り
明
確
に
な
っ
た
諸
差
別
事
象

の
改
正
に
つ
い
て
の
と
り
く
み
を
推
進
し
て

き
た
。
こ
れ
ら
の
課
題
は
、
つ
ぎ
の
四
つ
に

集
約
さ
れ
る
。
の
「
差
別
戒
名
」
を
中
心
と

す
る
差
別
事
象
の
改
正
に
関
わ
る
問
題
、
口

「
差
別
図
書
」
に
関
す
る
課
題
、
⇔
「
身
元

調
査
」
拒
否
運
動
に
関
わ
る
課
題
、
四
「
業
」

論
、
因
果
論
を
含
む
教
学
の
点
検
と
教
団
の

差
別
体
質
改
善
の
問
題
、
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
課
題
の
解
決
に
向
け
て
、
曹
洞
宗
で
は
、

一
九
八
二
（
昭
和
五
七
）
年
よ
り
、
宗
務
庁

に
「
曹
洞
宗
人
権
擁
護
推
進
本
部
」
を
新
設

し
、
と
り
く
み
体
制
の
強
化
を
は
か
る
と
と

も
に
、
宗
内
の
各
宗
務
所
に
も
「
人
権
擁
護

推
進
貝
」
を
置
き
、
宗
務
所
管
内
の
人
権
研

修
そ
の
他
の
と
り
く
み
の
企
画
・
運
営
を
は

曹
洞
宗
人
権
擁
護

推
進
本
部
事
務
局
長

伊
　
東
　
俊

じ
め
と
す
る
啓
発
活
動
の
推
進
を
は
か
る
べ

く
、
宗
門
機
構
の
改
革
が
な
さ
れ
た
。

　
さ
て
、
各
課
題
の
と
り
く
み
現
況
は
、
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
ω
「
差
別
戒
名
」
を
中
心
と
す
る
差
別
事

象
の
改
正
に
つ
い
て
　
「
差
別
戒
名
」
は
、
一

仏
両
祖
の
教
え
に
違
う
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

身
元
調
査
に
直
接
関
わ
る
問
題
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
改
正
は
急
務
の
こ
と
で
あ
る
。
現
在
、

差
別
事
象
の
改
正
作
業
の
前
提
と
な
る
第
二

次
調
査
を
継
続
実
施
中
で
あ
る
が
、
調
査
を

必
要
と
す
る
寺
院
二
七
二
か
寺
中
、
こ
れ
ま

で
に
調
査
の
終
了
し
た
寺
院
は
、
一
四
九
か

寺
（
一
月
末
日
現
在
）
で
あ
り
、
や
っ
と
半

分
を
終
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
調
査

の
終
了
し
た
寺
院
で
は
、
差
別
事
象
が
あ
っ

た
場
合
、
直
ち
に
改
正
作
業
に
着
手
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
作

業
の
完
了
し
た
寺
院
は
、
わ
ず
か
に
十
数
か

寺
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題

は
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば

な
ら
な
い
が
、
一
日
も
早
い
解
決
が
望
ま
れ

て
い
る
。

　
⇔
「
差
別
図
書
」
に
関
す
る
課
題
で
は
、

当
初
よ
り
四
種
類
の
書
籍
に
つ
い
で
、
お
の

お
の
補
訂
覆
刻
本
と
の
交
換
回
収
を
行
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
た
が
、
一
種
類
を

①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
除
い
て
は
、
末
だ
完

　
　
　
　
　
　
　
　
　
全
回
収
に
は
至
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
な
レ
　
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
年
、
　
『
家
庭
訓
』

彦
。
跳
龍
・
（
天
趣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
年
六
月
号
）
が
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
図
書
で
あ
る
と
判

明
し
、
回
収
が
行
わ
れ
て
い
る
。
『
家
庭
訓
』

は
、
戦
後
ま
も
な
く
著
さ
れ
た
本
で
あ
る
が
、

第
三
版
を
現
永
平
寺
貫
首
が
出
版
し
た
も
の

で
、
そ
の
内
容
に
、
戦
前
の
天
皇
制
国
家
観

に
み
ら
れ
る
「
家
父
長
制
的
」
志
向
や
血
統

尊
重
、
結
婚
粛
清
、
女
性
蔑
視
、
そ
の
他
の

差
別
や
差
別
語
が
無
批
判
に
用
い
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
『
跳
龍
』
は
、
大
本
山
総
持
寺
の

伝
道
機
関
誌
で
あ
る
が
、
掲
載
の
エ
ッ
セ
ー

「
同
和
問
題
に
寄
せ
て
」
の
中
で
、
イ
ン
ド

の
ダ
リ
ッ
ト
の
人
々
に
つ
い
て
、
　
「
不
可
触

賎
民
」
　
「
賎
民
」
の
用
語
を
十
数
回
に
わ
た

っ
て
用
い
、
な
お
か
つ
、
部
落
問
題
の
解
消

に
は
、
被
差
別
部
落
の
人
々
の
自
力
更
生
が

最
も
大
切
で
あ
る
と
す
る
、
極
め
て
差
別
的

な
「
地
対
協
路
線
」
を
主
張
し
た
も
の
で
も

あ
る
。
こ
れ
ら
の
図
書
は
両
大
本
山
の
「
人

権
擁
護
推
進
室
」
を
窓
口
と
し
て
、
現
在
回

収
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
⇔
「
身
元
調
査
」
拒
否
運
動
に
つ
い
て

曹
洞
宗
で
は
、
当
初
よ
り
、
過
去
帳
の
閲
覧

禁
止
（
ラ
ベ
ル
）
の
指
導
や
、
　
「
身
元
調
査

お
断
り
」
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
配
布
な
ど
を
通

し
て
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
推
進
し
て
き
た
。

し
か
る
に
、
一
九
八
四
（
昭
和
五
九
）
年
、

広
島
県
内
の
本
宗
寺
院
に
お
い
て
、
　
「
家
系

図
差
別
事
件
」
が
惹
起
し
た
。
問
題
の
「
家

系
図
」
は
、
寺
院
住
職
が
檀
徒
の
求
め
に
応

じ
、
過
去
帳
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
当
該
の
檀
徒
が
被
差
別
部
落
出
身

者
で
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

本
宗
に
お
け
る
、
身
元
調
査
を
「
し
な
い
・

さ
せ
な
い
・
許
さ
な
い
」
意
識
の
育
成
は
、

こ
の
こ
と
か
ら
も
学
び
得
る
よ
う
に
、
末
だ

徹
底
し
て
い
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
回
教
学
の
点
検
と
教
団
の
差
別
体
質
の
問

題
　
「
家
系
図
差
別
事
件
」
を
通
し
て
、
教
団

の
本
来
の
教
え
と
現
実
の
宗
侶
の
在
り
よ
う

の
ギ
ャ
ッ
プ
を
う
め
る
べ
き
、
　
「
道
元
禅
師

の
人
間
観
と
部
落
解
放
」
の
テ
ー
マ
に
答
え

る
こ
と
が
教
団
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
ま
で
の
と
り
く
み
の
中
で
、
「
三
時
業
」
の

問
題
を
糸
口
と
し
て
研
究
が
始
め
ら
れ
て
い

る
が
、
本
年
度
よ
り
新
た
な
機
関
も
設
置
さ

れ
、
本
格
的
に
点
検
作
業
が
始
め
ら
れ
る
予

定
で
あ
る
。
ま
た
、
宗
侶
の
日
々
の
行
動
の

規
範
で
あ
る
「
行
持
規
範
」
の
改
定
も
一
部

な
さ
れ
た
が
、
教
団
の
組
織
機
構
に
関
わ
る

諸
課
題
も
、
点
検
作
業
が
継
続
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
が
、
こ
れ
ま
で
継
続
し
て
き
た
と
り

く
み
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
課
題
と
し
て
、

宗
議
会
の
人
権
研
修
に
法
務
局
よ
り
講
師
を

招
へ
い
し
よ
う
と
し
た
件
、
宗
務
庁
内
元
係

長
の
差
別
発
言
事
件
、
師
家
養
成
所
に
お
け

る
講
師
な
ら
び
に
所
貝
の
差
別
発
言
事
件
、

な
ど
が
あ
り
、
特
に
宗
務
高
目
職
員
の
と
り

く
み
意
識
の
不
徹
底
さ
が
課
題
と
な
っ
て
い

る
。
今
年
度
よ
り
、
新
た
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

の
も
と
、
初
心
に
か
え
っ
て
研
修
が
実
施
さ

れ
る
予
定
で
あ
る
。
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な
ぜ
記
帳
力
必
要
な
の
か

高
木

正
博
（
山
一
証
券
財
務
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
室
部
長
）

　
宗
教
法
人
の
皆
様
に

と
っ
て
、
一
番
遠
い
問

題
で
あ
る
、
帳
簿
の
記

帳
及
び
、
税
務
の
問
題

に
つ
い
て
、
お
話
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
皆
様
方
の
御
宗
門
の
、

千
二
百
有
余
年
に
わ
た

る
御
教
義
と
、
昭
和
二

十
六
年
の
公
布
以
来
、

わ
ず
か
な
歴
史
し
か
持

た
な
い
、
宗
教
法
人
に

関
る
税
法
と
で
は
、
も

と
よ
り
、
な
じ
ま
な
い

も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。

何
故
、
記
帳
を
行
う
の

か
、
わ
か
り
に
く
い
点

が
、
多
々
お
あ
り
の
こ

と
と
思
い
ま
す
。

　
毎
日
の
金
銭
の
出
入

　
　
り
を
明
確
に

　
宗
教
法
人
法
で
は
、
皆
様
玉
楼
住
職
さ
ん
は
、

宗
教
法
人
の
御
住
職
で
あ
ら
れ
ま
す
。
表
現
を

変
え
ま
す
と
、
宗
教
法
人
と
い
う
会
社
の
社
長

と
い
う
お
立
場
と
、
寺
族
の
お
父
さ
ん
と
い
う

お
立
場
の
、
二
つ
の
お
立
場
を
兼
ね
て
い
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
帳
簿
を
記
帳
す
る
第
一
の
理
由
と
し
て
、
今

お
話
し
し
た
二
つ
の
お
立
場
、
即
ち
、
宗
教
法

人
の
責
任
者
で
あ
る
、
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
皆
様
方
の
行
っ
た
行
為
を
、
帳

簿
に
記
帳
し
て
、
は
じ
め
て
、
宗
教
法
人
が
、

そ
の
行
為
を
決
定
し
、
施
行
し
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
わ
け
で
す
。
個
人
の
お
立
場
で
あ
れ
ば
、

個
人
の
考
え
で
す
べ
て
が
行
え
る
わ
け
で
す
が
、

宗
教
法
人
法
で
は
、
宗
教
法
人
と
い
う
人
格
の

な
い
も
の
に
、
法
的
に
人
格
を
与
え
、
対
外
的

に
責
任
を
負
わ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
か
ら
、

そ
こ
に
、
記
録
の
保
存
と
い
う
問
題
が
発
生
し

た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
一
般
企
業
の
よ
う
に
、
営
利
追
求

の
た
め
に
帳
簿
を
記
帳
す
る
の
で
は
な
い
こ
と

は
当
然
で
す
。
お
金
の
出
入
り
が
は
っ
き
り
わ

か
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
帳
簿
で
あ
り
、
勘
定

課
目
を
作
っ
て
、
記
載
し
て
い
く
と
い
う
こ
と

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
第
二
の
理
由
は
、
徴
税
側
の
考
え
方
に
あ
り

ま
す
。
徴
税
側
で
は
、
宗
教
法
人
に
お
い
て
、

個
人
と
し
て
支
弁
す
べ
き
も
の
が
、
や
や
も
す

る
と
、
法
人
で
支
弁
さ
れ
や
す
い
と
考
え
て
い

　
第
三
の
理
由
と
し
て
、

の
方
々
に
対
す
る
会
計
上
の
責
任
と
い
う
問
題

が
あ
り
ま
す
。
教
義
か
ら
み
ま
す
と
、
在
家
の

も
の
が
、
出
家
さ
れ
た
皆
様
方
に
対
し
て
、
布

施
を
す
る
こ
と
は
当
然
の
理
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

現
在
の
社
会
通
念
か
ら
み
ま
す
と
、
布
施
を
さ

れ
た
檀
信
徒
の
方
々
に
、
会
計
の
開
示
が
必
要

な
時
代
か
と
思
い
ま
す
。

　
会
計
帳
簿
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
宗
教
法

人
法
第
二
十
五
条
第
一
項
で
、
毎
会
計
年
度
終

了
後
三
ヵ
月
以
内
に
、
財
産
目
録
を
作
成
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
、
規
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
貸
借
対
照
表
、
或
い
は
収
支
計
算
書

を
作
成
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
毎
日
、
入
金
と
出

金
の
名
目
と
金
額
を
区
分
け
し
て
、
現
金
出
納

簿
に
記
帳
す
れ
ば
い
い
わ
け
で
す
。
特
に
複
雑

な
会
計
処
理
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
仏
教

会
単
位
で
、
記
帳
の
御
指
導
を
さ
れ
て
い
か
れ

れ
ば
十
分
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
非
収
益
事
業
と
収
益
事

　
業
の
収
入
の
区
別
を

　
そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
、
ど
ん
な
名
目
で
宗

教
法
人
の
お
金
の
出
入
が
あ
る
の
か
を
考
え
て

み
ま
し
よ
う
。

る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま

す
。
帳
簿
に
記
帳
し

て
お
く
こ
と
で
、
税

務
調
査
の
折
に
、
税

務
当
局
と
の
不
必
要

な
対
立
を
避
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
思
い

ま
す
。

皆
様
方
の
、
檀
信
徒

　
宗
教
法
人
の
収
入
を
大
別
し
ま
す
と
、
布
施

収
入
、
会
費
収
入
、
資
産
収
入
、
雑
収
入
、
特

別
会
計
繰
入
金
等
に
分
か
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の

項
目
は
、
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
、
皆
様
方
が
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
決

め
て
結
構
で
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
、
毎
回
変
え

ま
す
と
、
徴
税
側
が
困
り
ま
す
の
で
、
継
続
性

を
持
た
せ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
こ
の
中
で
、
収
入
の
多
く
の
部
分
を
占
め
る

布
施
収
入
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
異
論

は
な
い
と
思
い
ま
す
。
会
費
収
入
は
、
護
寺
会

費
等
で
す
。
資
産
収
入
は
、
地
代
・
家
賃
・
権

利
金
・
境
内
地
の
｝
部
を
貸
付
け
る
こ
と
で
得

て
い
る
収
入
等
で
す
。

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
非
収
益
事
業

と
収
益
事
業
の
区
別
で
す
。
皆
様
方
の
本
来
の

宗
教
活
動
に
よ
る
収
入
、
即
ち
、
布
施
収
入
や

護
寺
会
の
収
入
等
は
、
非
収
益
事
業
に
よ
る
収

入
で
あ
り
、
課
税
さ
れ
る
は
ず
も
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。
非
収
益
事
業
の
み
を
行
っ
て
い
る
寺
院
さ

ん
で
は
、
一
つ
の
帳
簿
で
い
い
わ
け
で
、
帳
簿

さ
え
整
備
し
て
お
け
ば
全
く
問
題
は
ご
ざ
い
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
収
益
事
業
を
さ
れ
て
い
る
場

合
は
、
も
う
一
つ
、
収
益
事
業
の
み
の
帳
簿
を

記
帳
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
た
だ
、
平
成
元
年
四
月
よ
り
、
新
た
に
消
費

税
の
問
題
が
生
じ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
寺
院

経
営
に
、
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
く
る
か
を
考

え
て
み
ま
し
よ
う
。

　
寺
院
は
消
費
税
の
転

　
嫁
が
む
ず
か
し
い

　
ひ
と
つ
は
、
寺
院
は
非
課
税
団
体
で
す
が
、

仕
入
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
日
以
降
、
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三
％
課
税
さ
れ
、
そ
の
分
高
く
な
る
こ
と
で
す
。

塔
婆
、
生
花
等
、
す
べ
て
三
％
高
く
な
る
わ
け

で
す
。

　
二
つ
目
は
、
普
通
の
法
人
で
あ
れ
ば
、
仕
入

に
か
か
る
三
％
を
、
次
の
段
階
に
転
嫁
で
き
る

の
で
す
か
、
宗
教
法
人
で
は
、
そ
れ
が
し
に
く

い
こ
と
で
す
。
即
ち
、
三
％
、
布
施
を
ア
ッ
プ

と
い
う
こ
と
は
、
で
き
な
い
と
思
う
わ
け
で
す
。

　
三
つ
目
は
、
法
衣
で
あ
れ
、
什
器
備
品
で
あ

れ
、
三
％
の
コ
ス
ト
ア
ッ
プ
は
避
け
ら
れ
な
い

こ
と
で
す
。

　
確
か
に
、
宗
教
本
来
の
行
為
に
は
課
税
関
係

が
生
じ
ま
せ
ん
が
、
間
接
的
に
は
、
今
申
し
あ

げ
た
三
点
に
お
い
て
、
消
費
税
が
皆
様
方
に
も

影
響
し
て
き
ま
す
。
こ
れ
が
、
寺
院
の
運
営
費

を
ア
ッ
プ
さ
せ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
事
実
で

あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

…
　
本
稿
は
、
各
地
で
開
催
さ
れ
て
お
り
　
…

…
ま
す
「
宗
教
法
人
セ
ミ
ナ
ー
」
（
主
催
は
　
…

…
各
県
仏
教
会
）
の
講
演
内
容
を
、
講
師
　
…

…
の
高
木
正
博
氏
に
ま
と
め
て
い
た
だ
い
　
…

…
た
も
の
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
国
際
専
門
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
バ
ン
グ
ラ
現
地
調

　
　
　
　
　
　
　
査
を
き
め
る

　
昭
和
六
十
三
年
度
の
第
二
回
国
際
専
門
委
員

会
が
、
去
る
三
月
十
六
日
午
後
一
時
三
十
分
か

ら
、
明
照
会
館
研
修
室
で
開
催
さ
れ
た
。

　
最
初
に
、
近
藤
隆
敬
委
員
長
の
挨
拶
が
行
わ

れ
、
議
事
に
入
っ
た
。

　
議
題
「
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
シ
ュ
救
援
金
に
つ
い

　
　
　
て
」

　
本
会
で
は
昨
年
秋
か
ら
、
洪
水
に
よ
る
被
害

に
対
し
、
救
援
金
の
募
集
を
行
っ
て
き
た
が
、

そ
の
状
況
が
ど
う
な
っ
た
か
、
現
地
調
査
を
近

く
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
つ
づ
い
て
、
事
務
局
よ
り
「
ル
ン
ビ
ニ
ー
復

興
報
告
」
及
び
「
世
界
仏
教
徒
会
議
ロ
サ
ン
ゼ

ル
ス
大
会
報
告
」
が
行
わ
れ
、
最
後
に
、
「
海
外

よ
り
の
仏
教
徒
の
受
け
入
れ
体
制
に
つ
い
て
」

協
議
が
行
わ
れ
た
。

　
　
一
九
八
九
年
四
月
一
日
発
行

　
　
　
　
　
　
　
　
月
　
　
　
　
　
一

葉
上
照
澄
師

三
月
七
日
、
八
十
五
歳
で
遷
化
。

寺
長
萬
。

比
叡
山
延
暦

美
璽
蛍
擾
局
懲
録
至
韓

　
　
二
日

　
　
三
日

　
　
八
日

越
　
九
日

　
　
十
日

　
±
二
日

　
十
六
日

十
七
日

二
十
七
日

二
十
八
日

　
三
十
日

　
　
　
　
1
（
三
月
）
1

宗
教
法
人
セ
ミ
ナ
ー
（
新
潟
）

局
内
会
議

囲
碁
大
会

法
律
相
談
室

局
内
会
議

宗
教
法
人
セ
ミ
ナ
ー
（
大
阪
）

仏
教
伝
道
文
化
賞
受
賞
式
出
席

国
際
専
門
委
員
会

同
和
委
戸
山

天
皇
制
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
出
席

局
内
会
議

医
療
と
宗
教
を
考
え
る
会
出
席

！
ファミコンでリアルタイムの株式投
時価速報など、最新の株式情報がたちまちわかる。早朝、

深夜でも株式の売買注文がピピッとできる。山一のサンラ

インF一皿。わが家のファミコンが、こんなに役にたつとは。

翰
湾
蓋
置
慧

襲
熱ノ

＼

ピ
ピ
ッ
と
株
式
、

フ
ァ
ミ
コ
ン
で
。
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